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最新情報は
町ホームページを
ご覧ください。

新型コロナワクチンの接種には、接種券が必要になります。町外から
転入された方で接種券をお持ちでない方は、健康推進課コロナウイルス
対策係までご連絡いただくか、直接窓口までお越しください。

新型コロナワクチン情報

なお、町では、初回接種を完了した生後6か月（注）以上の全ての方（令和5年5月8日から同年9月19日までに追加
接種を受けた方を含む）を対象に、追加接種を1回行っています。また、5歳から11歳までの方への小児用ワクチン
の接種と同様に、生後6か月から4歳までの方への乳幼児用ワクチンの接種も引き続き実施しています。
　詳しくはホームページや予約サイトをご確認ください。
（注）広報りふ9月号では、9月21日から開始する追加接種の対象者について、「初回接種を完了した5歳以上の全ての方」と
記載しましたが、その後の国からの通知により「初回接種を完了した生後6か月以上の全ての方」となりました。
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問 健康推進課　コロナウイルス対策係（保健福祉センター内） ☎356-2125

問 生活環境課　環境衛生係 ☎767-2119

町では空き家の有効活用のため、空き家の所有者から集めた物件情報をウェブサイトなどで広く公開し、空き家所有
者（売りたい方・貸したい方）や空き家利用希望者（買いたい方・借りたい方）とのマッチングを進める「利府町空き家
バンク制度」を開始しました。
町と協定を締結した（公社）宮城県宅地建物取引業協会、（公社）全日本不動産協会宮城県本部に加盟している町内

の宅地建物取引事業者が登録事業者となるため、安心してご相談いただけます。
　「利府町空き家バンク制度」への登録手続きなど詳細は、町ホームページをご確認ください。
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2R 「利府町空き家バンク制度」
詳細はこちら

令
和
5
年
度

電
力
・
ガ
ス
・
食
料
品

等
価
格
高
騰
重
点
支
援
事
業
給
付
金
の

申
請
は
お
済
み
で
す
か
？

電
力
・
ガ
ス
・
食
料
品
等
の
価
格
高
騰
に

よ
る
負
担
増
を
踏
ま
え
、
特
に
家
計
へ
の
影
響

が
大
き
い
低
所
得
者
世
帯（
令
和
5
年
度
の
市

町
村
民
税
均
等
割
が
非
課
税
の
世
帯
お
よ
び
家

計
急
変
世
帯
）に
対
し
、
3
万
円
を
支
給
し
て

い
ま
す
。

●
対
象
世
帯

令
和
5
年
6
月
1
日
に
お
い
て
、
利
府
町
の

住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
方
で
、
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
世
帯
と
な
り
ま
す
。

①
住
民
税
非
課
税
世
帯
…
…
世
帯
全
員
が
令
和

5
年
度
の
住
民
税
均
等
割
が
非
課
税
で
あ
る

世
帯

・
令
和
5
年
7
月
に
、
必
要
書
類
を
送
付
し

　
　
て
い
ま
す
。

②
家
計
急
変
世
帯
…
…
令
和
5
年
1
月
以
降
に

予
期
せ
ず
家
計
が
急
変
し
、
住
民
税
非
課
税

世
帯
と
同
様
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

世
帯

・
申
請
が
必
要
で
す
。

※
①
、
②
と
も
に
、
世
帯
全
員
が
住
民
税
課
税

者
の
扶
養
親
族（
税
法
上
の
扶
養
）と
な
っ
て

い
る
世
帯
は
対
象
外
で
す
。

●
申
請
期
限

10
月
31
日
㈫
ま
で

問
地
域
福
祉
課

福
祉
総
務
係

☎
7
6
7-

2
1
4
8

ま
ち
か
ら
の

   

お
知
ら
せ
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最新情報は
町ホームページを
ご覧ください。

新型コロナワクチンの接種には、接種券が必要になります。町外から
転入された方で接種券をお持ちでない方は、健康推進課コロナウイルス
対策係までご連絡いただくか、直接窓口までお越しください。

新型コロナワクチン情報

なお、町では、初回接種を完了した生後6か月（注）以上の全ての方（令和5年5月8日から同年9月19日までに追加
接種を受けた方を含む）を対象に、追加接種を1回行っています。また、5歳から11歳までの方への小児用ワクチン
の接種と同様に、生後6か月から4歳までの方への乳幼児用ワクチンの接種も引き続き実施しています。
　詳しくはホームページや予約サイトをご確認ください。
（注）広報りふ9月号では、9月21日から開始する追加接種の対象者について、「初回接種を完了した5歳以上の全ての方」と
記載しましたが、その後の国からの通知により「初回接種を完了した生後6か月以上の全ての方」となりました。
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問 健康推進課　コロナウイルス対策係（保健福祉センター内） ☎356-2125

問 生活環境課　環境衛生係 ☎767-2119

町では空き家の有効活用のため、空き家の所有者から集めた物件情報をウェブサイトなどで広く公開し、空き家所有
者（売りたい方・貸したい方）や空き家利用希望者（買いたい方・借りたい方）とのマッチングを進める「利府町空き家
バンク制度」を開始しました。
町と協定を締結した（公社）宮城県宅地建物取引業協会、（公社）全日本不動産協会宮城県本部に加盟している町内
の宅地建物取引事業者が登録事業者となるため、安心してご相談いただけます。
　「利府町空き家バンク制度」への登録手続きなど詳細は、町ホームページをご確認ください。
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2R 「利府町空き家バンク制度」
詳細はこちら

令
和
５
年
度
婚
活
イ
ベ
ン
ト

「
M
a
r
r
i
a
g
e
p
a
r
t
y

i
n
R
I
F
U
」を
開
催
し
ま
す
！

●
と

き

10
月
28
日
㈯
午
後
2
時
〜
午
後
5
時

●
と
こ
ろ

利
府
町
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
造
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
t
s
u
m
i
k
i

●
対
象
お
よ
び
定
員

対
象
：
独
身
の
男
女
お
も
に
30
歳
か
ら
45
歳

【
男
性
】①
利
府
町
在
住
の
方

　
　
　
②
利
府
町
に
勤
務
さ
れ
て
い
る
方

　
　
　
③
利
府
町
で
生
ま
れ
た
方

　
　
　
④
利
府
町
に
ゆ
か
り
の
あ
る
方

【
女
性
】右
記
に
当
て
は
ま
ら
な
い
方
も
参
加
可
能

定
員
：
男
女
各
10
名

※
応
募
多
数
の
場
合
、
抽
選
と
な
り
ま
す
。

●
参
加
費

男
性
：
5
︐0
0
0
円

女
性
：
2
︐5
0
0
円

●
内

容

コ
ー
ヒ
ー
ド
リ
ッ
プ
教
室
や
立
食
形
式
の
交

流
会
な
ど

●
申
込
期
限

10
月
13
日
㈮
ま
で

●
申
込
方
法

申
込
フ
ォ
ー
ム
か
ら
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
申
込
フ
ォ
ー
ム
お
よ
び
詳
細
は
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
よ
り
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

●
主

催

利
府
町

問
秘
書
政
策
課

政
策
係☎7

6
7-

2
1
1
5

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

出
張
申
請
の
ご
案
内

仕
事
が
忙
し
く
窓
口
に
行
け
な
い
、
申
請
方

法
が
分
か
ら
な
い
な
ど
の
理
由
で
、
申
請
す
る

こ
と
が
難
し
い
。
そ
ん
な
お
悩
み
に
職
員
が
勤

務
先
や
地
域
へ
出
向
き
、
無
料
で
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
申
請
の
お
手
伝
い
を
し
ま
す
。

●
対
象
団
体

利
府
町
に
住
民
登
録
が
あ
り
、
申
請
を
希
望

す
る
方
が
5
人
以
上
い
る
町
内
の
企
業
や
町
内

会
・
サ
ー
ク
ル
等
の
団
体

●
実
施
期
間

10
月
2
日
㈪
〜
令
和
6
年
3
月
29
日
㈮

午
前
10
時
〜
午
後
3
時

（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く
）

※
実
施
日
時
は
要
相
談
。
日
程
等
を
調
整
し
、

実
施
日
を
決
定
し
ま
す
。

●
申
込
条
件

申
請
団
体
が
、
会
場
や
町
が
持
参
す
る
機
器

の
電
源
確
保
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
線
を
無
償

で
提
供
で
き
る
こ
と
な
ど

詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
町
民
課

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
係

☎
7
6
7-

2
1
1
8

「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」を
確
定
申
告
で

使
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

国
民
健
康
保
険
加
入
者
の
皆
さ
ま
へ
、
医

療
機
関
等
か
ら
の
請
求
に
基
づ
き
作
成
し
た

「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」を
年
4
回
送
付
し
て
い

ま
す
。
こ
の
通
知
は
、
医
療
費
控
除
の
申
告
手

続
き
の
際
、
医
療
費
の
明
細
書
と
し
て
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

た
だ
し
、
11
月
か
ら
12
月
ま
で
の
診
療
分
に

つ
い
て
は
、
3
月
上
旬
に
送
付
見
込
み
で
あ

り
、
確
定
申
告
開
始
時
期
に
間
に
合
わ
な
い
た

め
、「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」が
届
く
前
に
確
定

申
告
を
さ
れ
る
方
は
、
領
収
書
に
よ
り「
医
療

費
控
除
の
明
細
書
」を
ご
自
身
で
別
途
作
成
い

た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

医
療
機
関
等
か
ら
発
行
さ
れ
た
領
収
書
は
破

棄
せ
ず
、
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

問
町
民
課

国
保
年
金
係☎7

6
7-

2
3
4
0

全
国
地
域
安
全
運
動
が
始
ま
り
ま
す

【
運
動
期
間
】10
月
11
日
㈬
〜
10
月
20
日
㈮

地
域
安
全
活
動
の
更
な
る
強
化
と
定
着
を
図

り
、
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
地
域
社
会
を
実
現
す

る
こ
と
を
目
的
に
、
全
国
地
域
安
全
運
動
が
実

施
さ
れ
ま
す
。
危
険
か
ら
身
を
守
り
、
安
全
を

確
保
す
る
た
め
に
は
、
自
ら
が
地
域
の
安
全
を

守
る
と
い
う
強
い
意
志
と
地
域
社
会
の
一
員
で

あ
る
と
の
連
帯
意
識
を
持
ち
、
地
域
ぐ
る
み
に

よ
る
自
主
的
な
活
動
を
続
け
て
い
く
こ
と
が
大

事
で
す
。

地
域
安
全
の
絆
を
広
め
、
安
心
し
て
暮
ら

せ
る
美
し
い
地
域
社
会
を
つ
く
る
た
め
、
地
域

ぐ
る
み
に
よ
る
自
主
安
全
活
動
を
推
進
し
ま

し
ょ
う
。

問
危
機
対
策
課

生
活
安
全
係

☎
7
6
7-

2
1
7
4

リ
チ
ウ
ム
電
池
は
有
害
ゴ
ミ
へ

モ
バ
イ
ル
バ
ッ
テ
リ
ー
や
電
子
タ
バ
コ
な
ど

の
充
電
式
家
電
製
品
に
は
小
型
充
電
式
電
池

（
リ
チ
ウ
ム
イ
オ
ン
電
池
な
ど
）が
使
わ
れ
て
い

ま
す
。
リ
チ
ウ
ム
イ
オ
ン
電
池
は
過
度
な
力
が

加
わ
る
と
発
熱
・
発
火
す
る
危
険
が
あ
り
、
全

国
的
に
も
火
災
の
原
因
と
な
っ
て
い
ま
す
。
集

積
所
へ
排
出
す
る
場
合
は
、
電
極
部
分
に
セ
ロ

ハ
ン
テ
ー
プ
や
ビ
ニ
ー
ル
テ
ー
プ
を
貼
り
、
絶

縁
処
理
し
た
う
え
で
、
中
が
見
え
る
ビ
ニ
ー
ル

袋
に
入
れ
、「
有
害
ご
み
の
日
」に
集
積
所
に
出

し
て
く
だ
さ
い
。

問
生
活
環
境
課

環
境
衛
生
係

☎
7
6
7-

2
1
1
9

●日曜開庁日
10月8日（日） 午前9時～午後1時
●夜間納税相談窓口
10月31日（火）午後8時まで

●今月の納期限
10月31日（火）

●マイナンバーカード交付臨時窓口
※受け取りは、ご予約の方に限ります。
※各種証明書発行、住所変更等の手続は受付できません。

①夜間臨時窓口  10月5日（木）、19日（木）午後7時30分まで
②休日臨時窓口  10月29日（日）午前9時～午後5時

【取り扱い窓口】
転入・転出等の手続きや、住民票等の諸証明発行、
納税相談、水道開閉栓手続き等

・町県民税第3期
・国民健康保険税第5期　・介護保険料第4期
・後期高齢者医療保険料第4期
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●毎月第4水曜日に相談所を開設しており、10月の相談日は
　下記のとおりです。

●パネル展　行政相談とは、国の仕事やサービス、各種の
手続きなどに関して困っていること、要望したい
ことについて、住民の皆さまのご相談に応じ、
解決を図るものです。総務省では、この1週間を
「行政相談週間」と定め、全国一斉に様々な活動
を展開します。
　町では、行政相談制度のご案内や行政相談委
員に寄せられた相談事例などをイラストや写真
を使用して紹介するパネル展を開催します。

と き
と こ ろ

10月10日（火）～20日（金）
町民交流館（ペア・パル利府）
1階エントランスホール

と き
と こ ろ
そ の 他

10月25日（水）午前10 時～午後3時
利府町社会福祉協議会事務所
相談は無料で秘密厳守で行います

��݄��ʢ݄ʣ͔ Β��ʢʣʮߦ૬ஊिؒʯͰ͢
ʙߦʹؔ͢Δࠔり͝ͱ͋り·ͤΜ͔ʙ

問 秘書政策課　秘書広報係 ☎767-2112

融資制度のご案内
■利府町勤労者生活安定資金融資制度
町内に勤務または町内に住所を有する勤労者の方々に、必要とする生活安定資金を融資する制度です。

一般生活資金 福祉資金 自動車資金 教育資金

内　　　容

本人または家族の婚姻による
生活資金、耐久消費財（家具、
電気製品等）の購入その他生
活安定資金と認められる資金

本人もしくは家族の出産、療養、
育児、介護または、災害復旧に
よる資金、本人の育児または介
護休業期間中の生活資金その
他福祉資金と認められる資金

本人または家族の自動車の購
入その他自動車資金と認めら
れる資金

本人または家族の教育に要す
る資金

融資限度額 100万円 100万円 200万円 300万円

融 資 利 率 年2.75% 年1.25% 年1.45% 年1.45%
中小企業に勤めている方は、0.5%の利子を補給

融 資 期 間
7年以内 7年以内 7年以内 10年以内

※据置期間なし ※育児または介護休業期間中に
限り元金返済を据置可能

※据置期間なし ※5年を限度とし元金返済を
据置可能

保　証　料 なし（東北労働金庫が負担）
担　　　保 不要
申　込　先 東北労働金庫塩釜支店 　☎364-3115
※教育資金については利子補給金助成の制度があります。詳しくは教育総務課 総務学事係（☎767-2179）にお問い合わせ　
　ください。

問 商工観光課　商工係　☎767-2120

広告枠
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